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資料５

介護給付費算定に係る体制届
（身体拘束廃止未実施減算）



令和6年度報酬改定により、短期入所系サービスについても身体拘束に係る基
準が設けられ、基準を満たさない場合、令和7年4月1日から減算となります。

次のサービス事業所については、基準をみたしていても、届出がない場合、減
算型となりますので、ご注意ください。

身体拘束廃止未実施減算に関する届出

届出がないと減算になります！

（対象サービス）

・（介護予防）短期入所生活介護

・短期入所療養介護

・（介護予防）特定施設入居者生活介護【短期利用型】

・地域密着型特定施設入居者生活介護【短期利用型】

（必要書類）

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
（留意点）
✔基準を満たしている場合、身体拘束廃止の取組の有無の項目「基準型」にチェック
✔介護予防分の一覧表も忘れずに

届出〆切：令和７年４月１日（火）
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